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【機密性２】

【中古住宅の良質性確保】
住宅性能の良質性はリノベーション住宅推進協議会が定める優良なリノベーション住宅の適合状況報告書
を取得することによって確保。戸建住宅については新耐震基準適合と瑕疵保険加入可能な性能を確保。

【維持保全に係る取組】
・「維持保全計画」作成の義務づけ。
※マンション共用部は国土交通省
「長期修繕計画作成ガイドライン」、
専有部は独自設定基準、戸建住宅は
「R5住宅長期修繕計画の目安」に沿って設定。
・計画に基づく定期点検・修繕等の実施。
・リフォーム前後のデューデリジェンス・
インスペクションの実施。

課題 解決策

金融面 再ﾘﾌｫｰﾑには現金または
ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ利用となり
資金的余裕が必要。

再ﾘﾌｫｰﾑ費用を住宅ﾛｰﾝに一
本化。根抵当権利用により追
加融資可能に。

保証面 前回ﾘﾌｫｰﾑと異なる事業者
が工事するとｱﾌﾀｰ保証がは
ずれてしまう。

売主が再ﾘﾌｫｰﾑを受託し、ｱﾌ
ﾀｰ保証を継続。延長型瑕疵保
険によるﾘｽｸｶﾊﾞｰ。

施工面 前回ﾘﾌｫｰﾑの施工時期、事
業者、図面、隠蔽部の状況
等が不明。

住宅履歴活用、維持保全計画、
定期点検等により施工面の課
題に対応。

これまで、三大都市圏の取引価格情報約67万件を分析する等して「評価スキーム」を構築し、西武信用金庫とともに、①根抵当権を利用
したリフォーム一体ローン、②分譲マンションや賃貸物件を対象としたリバースモーゲージ等の金融商品を開発してきた。今回は、すでに開

発したリフォーム後の中古住宅評価に裏づけされたリフォーム一体ローンの評価精度向上等に加え、住宅性能の維持・保全が資金調達面
でも有利に働くよう、(1) 延長型瑕疵保険等を活用したスキーム、(2) 東京都下全域の賃貸事例（約91万件）の分析を裏付けとした経済的

残存耐用年数試算スキームの構築に取り組んだ。(1) に関連し、今年度は、購入後の複数回のリフォームに対応した新たなリフォーム一体
ローンを開発した（本年2月1日より事業開始）。

１．住宅ストックの維持向上に資する取組 ３．金融面（金融商品・資金調達支援）の取組

【既存住宅流通に資する新たな金融商品等の開発】

構成員の西武信用金庫とともに、以下の商品の開発・改良に取り組む。
また住宅の経済的残存耐用年数の適切な評価、融資期間の伸長にも
取り組む。

① リフォーム一体ローン（中古住宅の購入および
購入時のリフォームに対応）

② リフォーム一体ローン（中古住宅の購入および
購入後の複数回のリフォームに対応）

③ リバースモーゲージ（マンション）
④ リバースモーゲージ（戸建住宅）
参考）住宅事業ローンの開発・改良にも取り組む

２．住宅性能を適正な価格評価につなげる仕組み

【リフォーム後の価格評価方法の確立】
リフォームによる住宅性能の向上を適正に価格評価に反映させるため、リフォ
ーム完了後の価格評価方法を確立した（不動産鑑定士の関与により現実の
取引価格に近似する実証結果が得られ、金融機関の了解を得た）。
これにより、取引後、複数回に渡る住宅性能向上に係るリフォームニーズに
対応するための当初ローンと一体化した根抵当権型の住宅ローンを開発した。

【建物の経済的残存耐用年数の評価】
建物の適切な維持・保全を実施した際の建物の利用価値に着目し、収益性
から見た建物の経済的残存耐用年数に関する調査報告を普及させることで、
建物の耐用年数に関する消費者の認識を変革させることを検討した。
これにより建物の適正な維持・保全に関して消費者や金融機関のパラダイム
の転換を図り、適正な維持・保全により住宅性能を保持すれば、適正な価値
が維持される考え方を普及させることをめざす。

事業主体：リフォーム住宅ローン担保評価整備推進協議会
構成員：（公社）東京都不動産鑑定士協会（代表者）、西武信用金庫、（一社）リノベーション
住宅推進協議会、ハウスプラス住宅保証（株）、（株）ハウスジーメン、

（株）住宅あんしん保証、（公社）東京都宅地建物取引業協会

住宅購入後の再リフォームに係る課題と解決策

良質な住宅ストック形成のための
リフォーム担保評価整備推進プロジェクト

リフォーム後の価格評価方法に
関するケーススタディ結果（例）

No ①評価

価格

（千円）

②再販

価格

（千円）

格差

（①/②）

1 56,400 57,800 97.6%

2 67,600 67,800 99.7%

3 59,400 71,800 82.7%

4 112,000 128,000 87.5%

5 142,000 155,000 91.6%

6 62,700 60,800 103.1%

注）No1,2,5,6は成約済。
No.3,4は販売中・未成約
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（２）維持保全計画の策定

• マンション共用部については、国土交通省「長期修
繕計画作成ガイドライン」に沿った維持保全計画の
策定を義務づける。マンション専有部についても独
自の基準に沿った維持保全計画を策定する。

• 戸建住宅については「R5住宅長期修繕計画の目
安」に沿った維持保全計画の策定を義務づける。

• 計画に基づく定期点検・修繕等を実施する。

• リフォーム前後のデューデリジェンス、インスペクション
を実施する。

（３）住宅履歴情報の管理

• 住宅履歴情報（電子化されたもの）の管理につ
いても、上記のR1、R3、R5の基準に含まれる。

１ 住宅性能の維持・向上に関する取組

5

（１）住宅性能の認証

• 今回事業の対象とする住宅の性能の良質性については、一般社団法人リノベーション住宅推進協議会が定めているリノ
ベーション住宅に関する品質基準の適合状況報告書を取得することにより確保することとした。

• 適合リノベーション住宅に関する品質基準として、R1住宅（区分所有マンションの専有部分）、R3住宅（R1住宅にプラ
スして共用部分を含む一棟全体）、R5住宅（戸建住宅）の3種類の基準を適用する。

• 戸建住宅については新耐震基準適合と瑕疵保険加入可能な性能を確保する。

R5住宅（戸建住宅）のチェック事項（例）
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（１）適正な評価のためのスキーム
• リフォーム住宅ローン担保評価整備推進協議会では、平成26年度から継続して、リフォームを施した（または施す予定の）中

古住宅の価値や耐用年数を適切に評価するための手法を検討し、全体として評価スキームを構築してきた。
• 評価スキームは、鑑定評価の補助ツールとしての情報システム（JAREA-HAS等）、評価数値検証資料（取引データ分析

資料）、リフォーム・リノベーション実態調査結果、標準評価書式等から構成され、これらが相互に連携し、適正な評価が行え
るような枠組みを構築している。

適正な評価のためのスキーム
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（２）リフォーム住宅の評価に関するケーススタディ

• 前述の評価スキームの妥当性や精度を検証するため、過年度に引き続き実
際の物件を対象としたケーススタディを行った。

• 買取再販事業者によりリフォームを施し再販する中古戸建住宅10件程度
を対象とし、①リフォーム後の住宅価格の評価額と、②買取再販事業者に
よる実際の販売価格とを比較対照することにより検証を行った（①の評価に
あたっては、②の販売価格は参照せず実施している）。

• この結果、過年度同様、①と②の格差は1割程度以内であり、評価スキー
ムの妥当性が確認できた。

ケーススタディ結果（例）

No ①評価価格
（千円）

②再販価格
（千円）

格差
（①/②）

1 56,400 57,800 97.6%

2 67,600 67,800 99.7%

3 59,400 71,800 82.7%

4 112,000 128,000 87.5%

5 142,000 155,000 91.6%

6 62,700 60,800 103.1%

注）No1,2,5,6は成約済。No.3,4は販売中・未成約。

ケーススタディの流れ

対象物件（中古住宅）

リフォーム・リノベーション
工事の計画

（対象箇所・内容・費用等） 買取再販事業者等

ケーススタディ担当不動産鑑定士

リフォーム・リノベーション
工事の実施

再販売価格の設定

物件調査
リフォーム・リノベーション工事の
計画情報（内容）確認

担保価値の評価

再販売価格

調査価格

突合確認した結果
価格差は1割程度

再販売価格が
割高な場合は
成約に期間を
要する傾向

再販売価格の情報は伝えず、
リフォーム・リノベーション工事完了前に、
物件情報とリフォーム・リノベーションの

計画情報のみで、担保価値の評価を実施

不動産鑑定士による
価格評価の情報は伝えず

買取再販事業者の判断により
再販売価格を設定

【参考】過年度のケーススタディ結果（例）

No ①評価価格
（千円）

②再販価格
（千円）

格差
（①/②）

1 65,600 72,800 90.1%

2 66,100 62,800 105.3%

3 54,600 63,800 85.6%

4 99,000 118,000 83.9%

5 146,000 143,000 102.1%

6 37,100 38,900 95.4%

7 144,000 137,000 105.1%

8 49,800 47,980 103.8%

9 29,000 34,900 83.1%

10 34,900 33,200 105.1%

注）評価価格に比して再販価格が低い場合（格差100%以上）は
販売期間が短く、逆の場合は長くなる傾向がみられた。
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ケーススタディ結果（詳細情報）

■平成29年度実施分

N
o

物件
種別

長期
優良
住宅

所在地
経過
年数
（年）

①評価
価格

（千円）

②再販売
価格

（千円）

③リフォーム
見積費用
（千円）

評価格差
①/②

リフォーム
割合
③/②

販売状況
（2017年
3月末時点）

1 戸建 あり
小金井市
前原町5丁目

37 56,400
57,800
（成約）

16,000 97.6% 27.7％ 成約

2 戸建 あり
練馬区
石神井台2丁目

35 67,600
67,800
（成約）

21,700 99.7% 32.0% 成約

3 戸建 あり
練馬区
関町北3丁目

26 59,400
71,800
（希望）

15,100 82.7% 21.0%
販売中

（約5ヶ月経過時点）

4 戸建 あり
杉並区
永福4丁目

16 112,000
128,000
（希望）

12,700 87.5% 9.9%
販売中

（約3ヶ月経過時点）

5 戸建 あり
渋谷区
西原2丁目

15 142,000
155,000
（成約）

12,900 91.6% 8.3% 成約（3ヶ月）

6 戸建 あり
横浜市
港北区日吉本町
6丁目

29 62,700
60,800

（成約）
16,600 103.1% 27.3% 成約（2ヶ月）
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ケーススタディ結果（詳細情報）

N
o

物件
種別

長期
優良
住宅

所在地
経過
年数
（年）

①評価
価格

（千円）

②再販売
価格

（千円）

③リフォーム
見積費用
（千円）

評価格差
①/②

リフォーム
割合
③/②

販売状況

1 戸建 あり
横浜市
青葉区しらとり
台

28 65,600
70,000
（成約）

17,300 93.7% 24.7％ 成約（3ヶ月）

2 戸建 あり
横浜市
青葉区千草台

41 66,100
62,800
（成約）

17,600 105.3% 28.0% 成約（1週間）

3 戸建 なし
杉並区
上荻3丁目

32 54,600
63,800
（成約）

16,100 85.6% 25.2% 成約（2ヶ月）

4 戸建 なし
三鷹市
井の頭3丁目

31 99,000
118,000
（成約）

22,300 83.9% 18.9% 成約（1週間）

5
ﾏﾝｼｮﾝ
1住戸

なし
世田谷区
弦巻2丁目

26 146,000
140,000
（成約）

16,600 104.2% 11.9% 成約（3ヶ月）

6
ﾏﾝｼｮﾝ
1住戸

なし
新宿区
余丁町

37 37,100
36,900

（成約）
5,600 100.5% 15.2% 成約（3ヶ月）

7 1棟 なし
目黒区
目黒5丁目

25 144,000
137,000

（成約）
22,100 105.1% 16.1% 成約（1.5ヶ月）

8 1棟 なし
三鷹市
下連雀4丁目

25 49,800
47,980

（成約）
9,700 103.8% 20.2% 成約（1ヶ月）

9 戸建 －
所沢市
小手指町2丁
目

22 29,000
34,900

（成約）
2,900 83.1% 8.3% －

10
ﾏﾝｼｮﾝ
1住戸

－
渋谷区
神宮前6丁目

44 34,900
33,200

（成約）
6,200 105.1% 18.7% －

■平成28年度実施分
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（１）2つの取組の方向
• 住宅性能の維持・向上の取組およびこの適正な評価を踏まえた金融面（金融商品開発・資金調達支援）の取組について

は、大きく①延長型瑕疵保険の活用、②経済的残存耐用年数の試算スキームの構築という2つの方向で検討に取り組んだ。

良質な住宅ストックの維持・向上のため、売買取引後も
融資期間中の債権保全を図る方策を講じることが重要

 「あとリノ」＋「リノベーションローン（根抵当権を
活用した複数回・複数年度に及ぶ融資需要
を満たすリフォーム一体型住宅ローン」の開発。

 リフォーム着手前時点におけるリフォーム後の価
値を適切に把握するためのケーススタディ実施。

 今後の運営体制の検討を行った。

 次年度の課題
延長型瑕疵保険を実装し、エンドユーザー向
けのケーススタディを本格化する。

延長型瑕疵保険の活用 経済的残存耐用年数の試算スキームの構築

 今年度の成果
①設定モデル式の信ぴょう性を検証するために、
アットホーム様より提供された東京都内、
約91万件の賃貸データ等の分析により、
見積賃料水準と実際の住宅募集賃料水準
の検証を行い、概ね妥当であるとの結論を得た。

②当該モデル式により求められた数値を基に
経済的残存耐用年数を試算する
査定書式を整備した。

 次年度の課題
ケーススタディを実施し検証を図る。

金融面の取組の2つの方向性
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（２）延長型瑕疵保険の商品開発の取組

• 延長型瑕疵保険の商品開発の取組については、まず、ベースとなるリフォーム・リノベーションサービス開発の取組として、購入
後・複数回のリノベーションニーズへの対応を検討し、「あとリノ」を開発した（平成29年2月1日より正式販売開始）。

• 延長型瑕疵保険の開発・適用については、企画検討を行ったが、商品化及び実装については来年度以降に取り組む予定
である。

ライフステージに応じた購入後・複数回のリノベーションニーズへの対応

●エンドユーザーの住宅に関するリテラシー向上により、住まいに対する志向は多様化
→ ライフステージに応じて、後から少しづつ手を入れていく住まいづくりのニーズが顕在化
●住宅購入・リノベーションに係る費用の高騰
→住宅価格の高騰により、ほしい物件に手が届きにくくなる。工事費の高騰により工事予算が不足。

住宅購入時にすべてリノベーションを完了させるのではなく
ライフステージに応じ、後から少しづつ手を入れていく

住まいづくりのニーズ

《課 題》

《解決策》

金融面

再リフォームには現金または
リフォームローン利用となり
資金的余裕が必要。

再リフォーム費用を
住宅ローンに一本化。
根抵当権利用により
追加融資可能に。

《背 景》

保証面

前回リフォームと
異なる事業者が工事すると
アフター保証がはずれてしまう。

売主が再リフォームを受託し、
アフター保証を継続。
延長型瑕疵保険による

リスクカバー。

施工面

前回リフォームの施工時期、
事業者、図面、隠蔽部の

状況等が不明。

住宅履歴活用、維持保全
計画、定期点検等により
施工面の課題に対応。
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購入後・複数回のリノベーションとローン融資等の流れ（イメージ）

子どもが小学生になったので
個室を追加。

外壁の吹付・防水工事。

引渡し/融資実行 追加融資実行 追加融資実行

再リノベ

浴室を
新しく！

再リノベ

購入時は
できるだけコストを抑えて、
キッチンと床だけリノベ。

リノベ

物件契約

●根抵当権による
住宅ローン申込

※インスペクション
※不動産鑑定士による
価格調査

●左記ローンを
根抵当権を設定し
融資実行

●根抵当の範囲内で
追加工事分の融資を再実行
既存の住宅ローンに一本化
※金利は住宅ローンと同じ
※返済期間は既ローンの残期間

●リバースモーゲージへの
借り換えで、
老後の生活資金を確保

今後の発展

住宅
ローン

瑕疵
保険
※戸建

維持
管理

《維持保全計画の策定》
◎戸建て ：「R5基準 住宅長期修繕計画の目安」に沿って提案

●事前検査（任意） ●竣工時検査
⇒瑕疵保険付保

●再検査
⇒延長瑕疵保険付保

●再検査
⇒延長瑕疵保険付保

戸建ての修繕計画と
延長瑕疵保険を連携

住宅
履歴

●住宅履歴情報に
蓄積されている図面を利用
スムーズに追加リノベ

●再リノベ内容を追加し
住宅履歴登録

リバースモー
ゲージに移行

●定期点検 ●定期点検
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（３）融資期間の伸張（経済的残存耐用年数の試算）の取組

• 融資期間の伸張のための取組としては、「経済的残存耐用年数の試算」の枠組み、方法を検討した。

• 現状では、中古住宅（特に木造戸建で築年数20年超のもの）の価値はほとんどないものとして取引されるケースも多いが、
利用価値や維持管理の状態を適切に評価することにより、適切な評価ができるものと考えられる。

• 今年度の検討においては、このような考え方の整理、経済的残存耐用年数の試算の枠組みの検討、そのベースとなる賃貸
物件データの分析などを行った。

＜現　状＞

新築の建物価格　●円 20年後の木造建物価格　0円

＜将　来＞

新築の建物価格　●円 20年後の建物価格は新築の●％

＜今回の事業＞

定量化が容易な賃貸用不動産で分析

賃貸アパート：収益物件

古くても賃料が取れるので

建物の経済的残存耐用年数を

法定耐用年数は超えていますが、

建物の経済的残存耐用年数が●年という

専門家の意見が出ましたので、

長期ローンを組むことができますよ。

中古建物ではローンが

つかないと思ったけど、

専門家の意見を

建物が古くても、

確かに利用価

値はあるよな。

・適切なメンテナンスによる建物価値の維持

・新たな価値観に基づく中古建物の流通促進

市場参加者の

パラダイム、価値観転換

市場形成に携わる専門家による

・適正な維持管理を価値評価に反映させる仕組み

・適切な建物の経済的耐用年数の把握する仕組み

木造建物の命は

20年だから

価値はゼロだね。

使っている

建物って価値が

あるってことじゃ

ない？

定量化が難しい戸建住宅での展開について

賃貸用不動産における試行において分析・検討

適切な維持管理をしていれば、

木造建物であっても十分価値があります。

だから、きちんとメンテナンスしてください。



４ 今後の課題

14

（１）今年度得られた成果
• 今年度の検討により、主に以下のような成果を得るこ

とができた。

（２）来年度以降取り組むべき事項
• これまでの検討成果を踏まえ、平成29年度以降、以

下のような事項に取り組む予定である。

 購入後・複数回のリフォーム・リノベーションニーズに対
応した新たな商品（リノベーションサービス「あとリノ」＋
金融商品「リノベーションローン」の開発・販売（平成
29年2月1日～）

 ケーススタディの積み重ねによる評価スキームの精度の
高さの確認

 経済的残存耐用年数の試算のためのモデル検討

 平成28年度に開発した新たな金融商品（「あとリノ」
＋「リノベーションローン」の市場への普及

 延長型瑕疵保険の開発および商品への実装

 評価スキームの精度向上のためのケーススタディの積
み重ね

 経済的残存耐用年数の試算モデルの検討・作成

 平成26～28年度にかけ実施してきた売買・賃貸市
場データの分析継続、政策効果の確認（適切にリ
フォーム・維持管理された中古住宅の価値向上）、
金融機関における担保評価とのリンケージの強化

 住宅のリフォーム・維持管理～価格評価～金融支援
までの一体的なサービスを提供するワンストップ体制の
構築

 今年度までに開発した仕組みについての実際のリ
フォーム・リノベーション物件を対象とした試行 等
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